
任期付職員（育児休業代替職員）の募集について 

 

 

 国家公務員の育児休業等に関する法律第７条第１項の規定に基づく公安

調査庁職員の代替として勤務する任期付職員の募集を行います。 

 

１ 採用予定人数 

 １人 

 

２ 主な業務内容及び待遇等 

 定型的な庶務業務等を行う係員（行政職棒給表（一）を適用）として

採用し、その後、国家公務員一般職試験（高卒者試験）合格者相当とし

て任用します。 

 

３ 採用形態 

 国家公務員の育児休業等に関する法律第７条第１項の規定に基づき、

常勤の国家公務員として採用します。 

 

４ 任用期間（予定） 

   令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで 

    ※ 育児休業の取得時期等によって、任用期間が前後する可能性があ

ります。また、任期更新の可能性があります。 

 

５ 勤務地 

 公安調査庁（東京都千代田区） 

 

６ 勤務条件 

⑴ 服務 

 国家公務員法を適用します。 

⑵ 給与・手当 

 採用時の俸給月額は、行政職俸給表（一）１級５号俸（行政職俸給

表（一）初任給基準表の一般職（高卒）の区分）を基礎として、採用

者が職務経験等を有する場合はその職務経験年数等を踏まえた経験年

数と同程度の経験年数を有する当庁の職員が受けている俸給月額を参

考にしつつ、採用される官職の職務に加え、採用者の経歴や能力等を

考慮して決定します。 



 

＜高卒者・給与例（目安）＞ 

○行政職俸給表（一）初任給基準表の一般職（高卒）区分の適用を受

ける１年未満の経験年数を有する場合の俸給額（地域手当・本府省

手当を含む。）：２４９，５６０円 

○行政職俸給表（一）初任給基準表の一般職（高卒）区分の適用を受

ける１０年程度の経験年数を有する場合の俸給額（地域手当・本府

省手当を含む。）：３１０，５２０円 

○行政職俸給表（一）初任給基準表の一般職（高卒）区分の適用を受

ける１５年程度の経験年数を有する場合の俸給額（地域手当・本府

省手当を含む。）：３２０，７２０円 

 

※ 上記はいずれも公安調査庁（東京都千代田区）で採用された場合

（扶養家族なし、税控除前） 

※ そのほか通勤手当、超過勤務手当等を支給します。 

 

⑶ 勤務日及び勤務時間 

 勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分、原則として土・日曜日

及び祝日等の休日は休みです。年次休暇、特別休暇等があります。 

⑷ 社会保険 

 法令に基づき、任用期間に応じて国家公務員共済組合又は健康保険、

厚生年金に加入します。 

⑸ 退職手当 

 国家公務員退職手当法に基づき、任用期間に応じて支給します（６

月以上勤務した場合）。 

 

７ 応募資格 

 高校卒業程度以上の学力を有する方 

 

※ なお、以下に該当する方は応募できません。 

① 日本の国籍を有しない者 

② 国家公務員法第３８条の規定により、国家公務員となることがで

きない者 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

・ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 



・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

③ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けてい

る者（心神耗弱を原因とするもの以外） 

 

８ 選考日程 

受付期限  令和８年３月１６日（月）午後６時（必着・締切厳守） 

第１次選考 

 

 令和８年３月中旬（予定） 

 ※合格者に対してのみ、第２次選考進出の連絡をします。 

第２次選考 

 

 令和８年３月下旬（予定） 

 ※合格者に対してのみ、連絡します。 

※ 選考日程は、若干前後する可能性があります。 

 

９ 選考方法 

第１次選考  書類審査、作文 

第２次選考  面接試験（人柄、対人能力等についての試験） 

※ 試験地：第２次選考は採用機関で実施 

 

10 応募方法 

 採用機関宛て、次の必要書類を電子メールで送付してください。 

 

【必要書類】 

⑴ 履歴書 

ア 様式自由（市販のものを使用可） 

イ 顔写真（３か月以内に撮影したカラー写真）を貼付 

ウ 中学卒業以降の学歴、職歴、賞罰を記載 

⑵ 職務経歴書（任意の様式により具体的な職務内容を記載） 

⑶ 作文（任意の様式により、以下の題目について８００字程度で記

述） 

題目：「あなたの長所や普段心がけていることをどのように公務で

活用するか」 

 

※ 作文は可能な限りＰＣで作成・印刷したものを提出願います。 

※ 必要書類が提出できない場合又は虚偽の記載がなされている場合



には、採用が取り消される場合があります。 

※ 提出された書類の返却はいたしませんので、あらかじめ御了承く

ださい。 

  

採用機関 応募書類送付先 連絡先 

公安調査庁（本庁） 

 

 

メールアドレス 

recruit-psiajinji@moj.go.jp 

 

総務部人事課 

採用担当 

03-3592-5711（代表） 

 


